
153

『職場の心と身体の健康を守るための支援をしたい』 

メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」及び 
過重労働等による健康障害に関する電話相談事業 

 
                                   

                                 

                                                             
対象となる方  

事業主や産業保健スタッフ、働く方とその家族の方々を対象としています。 
支援内容  

メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、以下の職場のメンタルヘルス対策、過重
労働対策に関する様々な情報を掲載しています。 

・産業保健スタッフや働く方、管理監督者等がメンタルヘルスの知識を習得できるeラー

ニング 
・職場復帰支援の取り組み事例  
・職場のメンタルヘルス対策に関するQ&A 
・厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト 
（http://stresscheck.mhlw.go.jp/） 

・その他職場のメンタルヘルス対策に関する最新情報  等  
また、事業者、産業保健スタッフ、働く方等からメール・電話での相談に対応しています。  

・「こころの耳メール相談」 
・「こころほっとライン」 
・「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムコールセンター」 

ご利用方法 
 下記URL及び電話番号をご利用ください。 
・メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 

http://kokoro.mhlw.go.jp/ 
・「こころほっとライン」 0120-565-455（無料） 

※メンタルヘルス及び過重労働に関する相談はこちら。 
月曜日、火曜日：17:00～22:00 
土曜日、日曜日：10:00～16:00 
なお、祝日、年末・年始（12月29日～１月３日）は除く。 

・「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムコールセンター」 0120‐65‐3167（無料） 
平日：10:00～17:00 
なお、祝日、年末・年始（12月29日～１月３日）は除く。 

 
 

 
 
 

お問い合わせ先 
【委託先】 

メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」運営事務局（http://kokoro.mhlw.go.jp/） 
※問い合わせフォームをご利用ください。 

【委託元】 
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課 03-5253-1111（内線：5493） 

 職場のメンタルヘルス対策、過重労働対策に関する情報提供や事業者、産業保健スタッフ、働く

方々に対して電話・メールで相談対応をしています。 

『離職を余儀なくされる従業員の再就職を支援するための施策、

キャリアチェンジを希望する中高年人材の受入れを支援する施

策を知りたい』 
 

労働移動支援助成金 
 

  せさ                                 

                                   

                                   

①再就職支援奨励金 
 
対象となる方 

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、その再就職を実現するた

めの支援を民間の職業紹介事業者に委託して行う事業主等 

 
支援内容 
 

支給対象事業主 中小企業事業主以外 

【うち45歳以上の対象者】 

中小企業事業主 

【うち45歳以上の対象者】 

 円万01 分請申始開託委

再就職実現申請

分（※） 

委託費用× 

１／２【２／３】－10万円 

委託費用× 

２／３【４／５】－10万円 

※離職から６か月以内【45歳以上は９か月以内】に再就職を実現した対象者分について助成 

 

○訓練・グループワークを実施した場合に、助成金の上乗せがあります。 

 ・再就職支援の一部として訓練の実施を委託した場合、訓練の実施期間１か月につき６万円

を上乗せ（３か月分が上限） 

 ・３回以上のグループワークの実施を委託した場合、１万円を上乗せ 

○事業主が、対象者に対して在職中から円滑な求職活動が行えるように求職活動のための休

暇を付与した場合、休暇１日当たり５千円（中小企業事業主は８千円）を上限として助成され

ます。（180日分が上限） 

 

ご利用方法 
（１）再就職援助計画等を作成し、管轄のハローワークに提出、ハローワークより認定を受

ける 
（２）職業紹介事業者に再就職支援を委託、休暇付与等の支援を実施 
（３）委託契約日翌日から２か月内に、労働局又はハローワークに委託開始申請分の支給

申請、受給 
（４）離職日の翌日から６か月後（又は９か月後）の翌日から起算して２か月以内に、再就

職実現申請分の支給申請、受給 

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の再就職援助のための措置

等を講じる事業主に対して助成するものであり、当該労働者の早期再就職並びに移籍

による失業なき労働移動の促進を目的としています。 
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